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スウェ ー デンの近況
Recent Sweden 

今夏、 一年半ぶりにストックホルムを訪れた

時には、さすがに前回感じたような不況風は感

じられなかった。しかし同時に、輸出好調による

好況感も感じなかった。これは一つには、好況に

も拘らずいっこうに失業率が下がっていなし、か

らである。そしてもう一つには、スウェーデ、ン国

民がスウェーデン経済の将来に大きな不安を感

じているからである。というのは、今までもス

ウェーデンは、不景気に陥るたびに通貨(クロー

ナ)の切り下げで何とかしのいできたが、その効

果が切れると国際競争力が再び低下し、不況に

陥るのではないかという不安をスウェーデ、ンの

人々はみな持っているからである。今回はその

. 上に、スウェーデンがかなりの無理をしていE

Uに加わったにも拘らず、思ったような経済効

果が得られていないという失望感が加わってい

る。その失望感はEUの代議員選挙において、棄

権者が異常に多かったことと、加盟反対の環境

党と共産党の代議員が多数選ばれたことに端的

にあらわれている。

このような経済状況の悪化はスウェーデ、ン国

民の生活パターンにもかなりの影響を与え始め

ている。例えば従来は、老後の社会保障が完備し

ていたので家計の貯蓄率はそれほど高くなかっ

たが、最近ではだいぶ高くなってきた。

昨年大筋で合意をみた年金改革についての詳

細な社会民主党案が決まり新聞に発表されたが、

慶臆義塾大学教授飯野靖四
Prof. Yasusi Iino 

その翌日には銀行にそのコピーが沢山用意され

ていて、国民にもっと貯蓄を増やすよう訴えて

いた。例えばダーゲンス ・ニヘーテル紙1995年

9月4日号によると、新しい年金制度の下では、

最終賃金の 60%の年金を受け取るためには、現

行制度の30年間ではなくて45年間働かなければ

ならない。もし 30年間しか働かなかったとした

ら新しい年金額は最終賃金の 40%弱にしかなら

ないであろう。したがって現在月額2万Kr稼

ぐ人が 30年だけしか働かなかった場合、現行制

度の年金額と同じだけの所得を受け取るために

は、彼が働いている問、毎年2万 8千Kr貯蓄を

しなければならない。

新しい年金改革案は、大部分において、きわめ

て経済合理性に貫かれていて、わが国でも学ぶ

べきものが多いように思われる。
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・ -

目 次

最近のスウェーデ、ン・ ・・

飯野靖四・・ 1

学校が変だ........ 

三瓶恵子・ ・2

スウェーデ、ンの学童保育 (2)

小暮健一一 4

新刊紹介 ・・・ ・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・ 6 

お知らせ ・・・・・・・ ・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・・8 
........................................ . 



学校が 変 だ
ぐ

J 

Unsettled Situation in Elementary Schools 

ジェトロ、ストックホルム事務所主任研究員三瓶恵子

Ms. Keiko Kjellsson-Sanpei 

1 .バラバラの 1年生

上の息子がこの 8月から 2年生に上がった。

彼のクラスには6歳児から 8歳児までが混在し

ている。というのも彼がピカピカの 1年生だっ

た昨年からウチの方の市(ストックホルム郊外)

では6歳児入学を本式に始めたからだ。

実際にはその前の年から 6歳児入学の試行が

始まってはいたのだが、ちょっと様子をみよう

とそれまでどおり 7歳で入学させた親の方が多

く、 6歳児は市全体で数人ほどしか入学してい

なかったそうだ。

それが昨年からはどうやら今後は 6歳児入学

が正式となるらしいということがわかったのか、

ほとんど全員 6歳児が学校に上がるようになっ

たのである。息子のクラスは全部で22人なのだ

が、その内 7歳児は5、6人しかいなかった。残

りは6歳児、といってもその年の内に 6歳の誕

生日を迎えるものを f6歳児」と称するので、実

際には5歳 7ヵ月の子もいたわけである。

その結果、彼のクラスは最初から絶望的なバ

ラツキを見せていた。最初の父母会に行ったと

きに、担任の先生と「遅れている子」を指導する

副担任格の先生の両方から f22人の一斉授業な

んてムリなのに、予算が削られてなかなか個別

指導ができないJというグチばかりを聞かされ

たので驚いたものだ。

まあここで「日本の先生は40人くらいまでは

一人とり仕切れるよ」とブ、ツブ、ツ文句を言って

も仕方がないので、「そうですね、そうですね」

というウナヅキ顔をして聞いているしかなかっ

たのだが。

実際教室の後に貼つである絵をみても、まだ

「幼児絵Jを描いている子もいるし、中にはデザ

イン教室の代表作になるだろうと思われるよう

なものを描いている子もいる。また、読み書きに

関しでも 22人のうちアルファベット全部の読み

書きができていた子はウチの息子を含めでたっ

た2人しかいなかったのだそうだ。これじゃあ

先生もやりにくかろうと思う。スウェーデンの
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学校では、クラスの大多数が読み書きができな

し、からといって、そちらにレベルをあわせてで

きる子の勉強意欲をなくさせるような指導はし

ないからである。息子はドンドン国語の教科書

兼練習帳を進めていき、常に他の子供より 1、2

年先の勉強をしているようだ。

2.学童クラブの役割の強化

クラスの一斉授業は、社会科・理科をあわせた

ような「生活科Jのみで、後はほとんど半分ずっ

となる。体育などはわざわざクラスを半分にし

て隣のクラスの半分と一緒に行ない、「皆お友

達」になる良いチャンスを与えるようにしてい

るのだそうだ。体育は別の先生だが、その他の授

業は原則として担任が行なう。そのためクラス

の半分が授業を受けるときは残りの半分は学校

に隣接している学童クラブに行って、工作をし

たり、森の散策をしたりする。学童クラブの指導

員は、学校の長い休み時間の開校庭で児童の安

全を見守る役目も担っている。 トータルの時間

数でいえば、学童クラブの指導員の方が、担任の

教師よりも子供達と接する時間の方が多いので

はないかと思われるくらいだ。

3.ついていけない子供、ついていけない先生

仁一

息子の担任の先生は、生徒の能力のあまりの

バラバラさにねをあげたのか、 2ヵ月後に原因

不明の病気にかかってしまい、その後 1年間休

んでしまった。その問、いれ代わりたち代わり代

休の先生がやってきたが、息子達はパラパラな

まま 2年生になった。

2年生になって最初の父母会が先日あって、

連れ合いとのじゃんけんで敗けてしまったので

シブシブ私が出席した(父母会は教師のグチと

親の自分の子自慢を聞かされる場だというのが、

この頃私にもわかってきたのである)。病気で休

んでいた担任の先生はパートタイムで復帰して

おり、国語、算数を担当、体育の先生が、残りを
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担当という分担で今後2年聞を指導していくと

いう。「このクラスの問題点は、生徒たちの勉強

の姿勢ができていないことです。まるで1年生

のように落ち着きがありません」と、例の 1年間

休んだ、先生が言ったときにはまったく唖然とし

たものだ。彼女によれば、これは、「学校出立て

の経験の浅い代休の先生しか見付けられなかっ

た学校責任者の落ち度」であり、「予算を削って

ばかりいる当局の責任Jなのだそうだ。

で、まあ過ぎたことはいいとしても、問題なの

は、彼女たちが新学習指導要領に基算数の指導

法の勉強をするために、今後月に 2日授業を休

まねばならないということだ。もちろん「その時

は生徒はどうするのか」という質問が親から出

る。代わりの先生が呼ぶ予算がないので、生徒は

学童クラブにいくことになります」というのが

答えだった。まったくスウェーデンの親は鷹揚

だなあ、と思うばかり。先生たちの話によれば、

新学習指導要領は時間の割り振りがかなりテキ

トーで、各教師の仕事が増えるばかりなのだと

し、う。

去年、隣のクラスに 2年生を落第して 1年生

に再び下りてきた生徒がいたが、今年は3年生

になれずに 2年生をもう一度やり直す生徒が息

子のクラスに 1人、隣のクラスに 1人入ってき

た。低学年での「やり直しJは今までにも例がな

かったわけではないが、私の友人などに聞いた

かぎりでは、その数が増えてきているような気

がする。それが 6歳児入学と関連があるのかど

うかはわからないが、準備が整っていなかった

現場(=7歳児からの教育を前提に組み立てら

れている教育システム)に無理に 6歳児を入れ

た結果、 6歳児が弾きだされてしまったのでは

ないかと私は危倶している。息子のクラスに入

りなおした子はウチの近くに住んでいる息子と

同い年の男の子で、「ウチの子は早熟だし、それ

に学校に入れれば保育所の費用がかからないし

ね」とお母さんが喜んでいた6歳入学児だった。

4.学校は無料、保育所は有料

この「学校は無料Jというところにも 6歳児入

学の別の面の問題が潜んでいる。従来ゐ 7歳就

学の制度では、 6歳の時に「就学前教育」を 1日

3時間、午前または午後保育所で行なうという

ば、 8時から 1時くらいまでは無料で子供の安

全が確保される。その後フルタイムで学童クラ

ブに子供を預けても、時間が短いためかかる費

用は保育所は半分となる。これでは、親は子供を

学校に入れてしまうほうがトクだと思うはずだ。

5.保育所を内包することになった学校

今年からウチの市では、 6歳児を学童クラブ

に全員収容して「就学前教育=0年生教育」を行

なうようになった。 r6歳児活動」というのが正

式名称である。内容は以前保育所が、 5歳児、 6

歳児を集めて行なっていた学校準備教育だ。そ

のため、学童クラブは非常に狭くなってしまっ

た。同じ市内の別の学校では、 6歳児用教室を用

意するのが間に合わなくて、新学期が始まって

もなお教室を狭くして、余計に数を生み出すた

めの突貫工事が進められているという。

6. 10年制義務教育の提唱

ヨハンソン学校大臣は今年の夏、 6歳から 16

歳までの 10年間を義務教育にすべきだというコ

メントを発表した。今年の秋に専門家の意見を

集めた報告書が出るそうだが、私はこれは

ちょっとおかしいんじゃないかという気がして

いる。そもそも 6歳児入学云々が言われ始めた

のは、「スウェーデ、ンの就学年齢はヨーロツパの

他の国に比較して遅すぎる。国際的競争力を付

けるためにも 1年就学年令を下げよう Jという

趣旨だったはずだ。「実際やってみたら、 6歳児

は学校に入れるほど成熟していなかったJとし、

うのなら試行はやめるべきだし、「義務教育は7

歳から 16歳までの 9年間、しかしその準備教育

の期間も義務とする」というのだったら、就学前

教育機関を学校以外のところに戻すべきだ。

以前の保育所には就学前教育のノウハウが

あった。今の学校には、学童クラブも含めてその

ノウハウがない。

従来の経験どおりにいかない授業に戸惑う教

師、予算の獲得と配分だけに頭を使わねばなら

ない校長(現行の新制度では、校長の能力が以前

より大きく学習計画に反映しているようだ)、現

場の混乱よりも理論を優先してしがちな役人。

いちばんかわいそうなのは子供と、お母さんは

ことになっていた。就学前教育については無料 憤っているわけです。

だが、それ以外の時間保育所に預ける費用は収

入に応じて支払わねばならない。学校に入れれ

3 
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スウェーデンの学童保育(2 ) 
Fritidshem i Sverige 

学童保育の一日

学童保育の一日は、おもに次のようになって

いる。

7時 関所

8時 10分学校開始。指導員は学校と連絡を

とり、計画を立てたりする。

11時30分職員の昼食

12時

2時

最初の子が学校から帰って来る。

自由に遊び、外で過ごす。職員は

おやつの準備をする。

職員と子どもで集会とおやつのた

めのテーブルの準備をする。

2時 10分集会、おやつ、 3時15分まで外で

自由行動。

3時 グ、ループごとの活動、自由に遊ぶ

宿題(自発的に)

4時30分掃除をして一つのクラスを閉める。

5時 残っている子の点呼。

6時 学童保育を閉める。

一週間のグループ活動

午後3時から 4時15分の間グループ活動があ

る。絵画、遊びと運動、手芸と裁縫、木工、陶器、

水泳、パンを焼く、図書館へ行くなど。 2~3年

生は、月曜日の集会でどんなグループ活動をや

りたいか、その週の中で参加したいものを選ぶ。

一年生は毎週水曜日活動に参加できる。
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予定表 91年秋の学期

8月 学童保育の計画を立てる。学童と学校の

計画を一緒になって立てる。

16日 秋の歓迎会すべての子どもと

親をコーヒーとジュースとケーキで歓迎

する。

19日 学校が始まる。

30日 学童保育のマラソン大会

9月 グループ活動が始まる。避難訓練

25日 新しい親のための説明会

若狭学童クラブ指導員 小暮健一

Mr. Kenichi Kogure 

10月 15E 低学年のためのデ、イスコ

24日 家族の夕食会

10 月 28 日 ~11 月 1 日まで学校が休み

11月 45週と 46週は 30分の個人面談

12月クリスマスの品物、飾りを作る。

19日 クリスマス映画会

最後に

スウェーデ、ンの学童保育は、男女平等の理念

に基づき社会的責任を明確にしている。日本と

比べるまでもなく発達している。しかし今回、短

期間の視察ではあったが国の違いをこえて学童

保育の役割の共通するところが多いのも実感で

きた。

一方で最近のスウェーデンの学童保育には大

きな変化がみられる。以前は、教師と/学童保育指

導員の活動はほとんど別であ、ったのにソーン

パーエンの学童保育にも一部見られたように教

師と指導員は密接な協力をしている。視察した

所では学校と学童保育を統合している学校も

あった。「もし良い結果が得られなければ元に戻

せばしw、Jと言う。日本では考えられない積極的

な行動運営である。

訪問したノーラ・エングビイスコーランの副

校長アンニカ・テ・cクピスト(17年間指導員を

していた)さんから教員聞の目標のコピーをい

ただし、た。

-En bro skoll誌rare詰nsom en slipsten. 

Han skarper andra genom a仕slitaut sig sj詰lv!

「よい教員というのは、研石のようなものであ

る。自分を砥石にかけることによって、他の人も

研磨していく。J

大いに共通する子どもに対する姿勢である。



<資 料>iス ウ ェーデ、ン、デンマーク、ドイツの学童保育」より

1994年 4月 28日

ストックホルム学校庁基礎学校部

ストックホルム市の6歳児就学前学校及び、学童保育について

1991年7月 1日、ストックホルム市当局は学童保

育に関する責任をそれまでの社会庁から学校局へと

移譲することを決定した。学校局が学童保育におけ

る活動の企画、運営などの全責任を負う事となった

のである。これによる学校局は社会サービス法の定

める規定に従う事とされた。

社会サービス法

社会サービス法の第 1条では社会サービスの目

' 的、第6章では支援を受ける権利について述べ、第

12条から 18条では児童や青少年の保育における庁

の責務について述べており、主としてこれら各章を

通して学校保育活動のあり方を規定している。第35

条ではコミューンが料金を徴収できる可能性につい

て述べ、第69章では個々の活動における監督責任に

ついて述べている。第 12条から 18条ではコミュー

ン内の定住する児童の学童保育を行なう責任はコ

ミューンが負う事について述べている。また、その

活動は就学義務を持つ 12歳以下の児童を対象とす

る事、肉体的あるいは精神的その他の理由によっ

て、発育に特別な支援を必要とする児童がもしも他

で必要な援助が得られない場合、その場を学童保育

所において与えられなければならないとしている。

これは特別支援を必要とする児童に与えられている

当然の権利にあたるとされる。

従ってその申請や調査またこれらの権利の優先順

位などの決定については第6条が適用され、親(保

. 護者)は県当局に対して不服申し立ての権利を有す

る。

組織

ストックホルム学校局、基礎学校部の活動内には

109校があり、その内の 100校が低学年、中学年を

抱える。低学年と中学年部を持つ各学校には、地理

時間外保育などで判断処理にかかわる副校長も学校

運営に加わることも有り得る。

1994年4月において、合計24，679人の児童が約

450ヵ所の学童保育所に入所している。その内訳は

次のとおり。

就学前学校 6043人

6歳児保育 5461人

1年生及び2年生 9923人

3年生 3252人

及び中学年の 10 歳~12 歳児学童保育活動として

(共同経営による)その他の活動 (36校)

2384人

公共の中学年学童保育活動 500人

私立の学童保育活動 150人

6歳児活動

6歳児活動とはその年に6歳となる児童の親のた

めに秋の新学期から用意されるものである(義務的

なものではない)。

6歳児活動は就学前学校から学校への移行がス

ムーズに行なわれるための条件をつくりだし、 1年

生となる児童が良いスタートをできるようにするも

のである。

* その活動は就学準備活動と保育とによって成

り、就学準備部分のみを希望する児童には保育

部分を強制しないという方法で行なわれる。

*就学準備活動は 1日最低3時間、学期と連動し

て行なわれる。

* 保育は就学準備活動の前または後で、また休

暇期間中に行なわれる。保育は必要に応じて

6 : 30 AM~ 6 : 30 PMの聞で行なわれる。

* 保育はその場所の条件を備えた学童保育所、

6歳児合同グループ、家庭保育所や保育所で行

的に結ぼれた数カ所の学童保育所が所属する。 なわれる。

各学校と結ぼれた学童保育所の数は学校の生徒数 昼食は全ての児童にあたえられる。

や学校の規模によって左右され得る。生徒数と学童 1グ、ループは約25人の6歳児によって成る。

保育所の定員数は相互に適切な関係におかれるべき 職員チームは3人のフルタイム職員を含むのが望

である。 ましい。 25人の児童のほとんどがフルタイム児童で

運営機能 ある。校長が職員構成を決定するが、少なくとも 1

各学校は職員、財政活動内容などに関わる全ての 人は就学前学校教員で活動の責任者となるべきであ

責任を負う校長によって指揮される。また学童保育 る。学校の低学年の教師1人が 6歳児活動の職員と

における社会サービス法適用例、入所順処理、募集、 定期的に話し合って、児童が自分たちの将来の先生
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と親しくなり、 1年生の生徒達との交流もできるよ

うに望むようにする。

その活動の場はできるだけ学校内に置かれ、 1年

生の学級により近い場所で児童に合せて設備を整え

る。 6歳児活動は1993年秋にストックホルムの学校

でスタートした。それ以前の 6歳児童は社会サービ

スに組み込まれていた。

ストックホルムの学童保育 ，

学童保育は社会サービス法のほか、活動の目的、

方向、作業形式など、社会の基本的原則を指し示す

学校管理局の学童保育指導プログラムによって管理

される。

コミューン内の低学年児童の全てに朝の登校前保

育が開放され、登録された児童は学童保育所または

家庭保育所/3家族システムなどで下校時保育を受

けることができる。

学童保育は6歳から12歳までの児童のために、必要

に応じて通学の保護監督と保育を行なうものである。

学童保育は児童に良い身体的、社会的保育や育

成、知識、技能を与える事をめざす。

学童保育は児童に民主主義、団結、平等、安心、

責任に対する理解と感情をもたらし、これらの価値

が刻みこまれた人間観や社会観が学童保育の活動全

体に浸透される。

学童保育と学校はお互い補い合って、児童が成長

する環境を豊かなものとするような方法ですすめる。

また学童保育は安心、共有、協力などの社会的目

標へむかつて努力する。その様は社会的目標を達成

するためには親、学校、学童保育問の協力が前提と

される。

財政

各学校には就学前学校と保育に登録された児童1

人につき一定の金が支払われる。年間にして;

就学前学校へ

1人/16，183K r /年間

f 

6歳児保育へ

1人/24，970K r /年間

1年生と 2年生学童保育へ

1人/20，150K r /年間

3年生学童保育に対して

1人/16，443K r /年間

4年生、 5年生、 6年生学童保育に対して

400 K r /1ヵ月

親の負担費用/1人あたりの 1ヵ月の児童保育料

1ヵ月の世帯収入が 15，000クローネ以上の場合

保育対象の児童数児童1人あたりの保育料

1

2

3

4

 

1，400 

1， 050 

870 

700 

5 580 

6 490 

中学年児童の保育料は 1人につき 1ヵ月 900ク

ローネ。

1ヵ月の世帯収入による割引

- 8， 999K r 75%割引

9，000-11，999Kr 50%割引

12，000-14，OOOKr 25%割引

保育料は市が経費負担している12歳までの児童の

学校での6歳児活動、学童保育、家庭保育所/3家

族システムなどで行なわれる保育に対してである。

ストックホルム学校局には6歳児や学童保育で働

く指導員、就学前学校教員、保育補助員として雇用

されている 3千人強のスタッフがいる。 1992年 1月

1日以降、希望する者はコミューンからの補助金を

受けて私営の6歳児活動や学童保育を始めることが

できる事となった。

現在ストックホルム学校局には約60の活動があ

り約 1800人の児童~が登録されている。 /，ι

~ト

(訳:浩江グンナーソン)

《新刊紹介》

自治の夜明けを告げる挑戦

『北欧の地方分権改革一福祉国家における
フリーコミューン実験』について

"Towards the se1e-regulating municipality-Free communes and 
administrative odernization in Scandinavia" by H・Baldersheimand K'Stahlberg.1994. 

朝日新聞論説委員大和田健太郎
Mr. Kentaro Ohwada 

「靴のどこがきっし、かは、履いている当人が最もよく気づいているんこんな合言葉で、北欧四ヵ国がフリー
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• 

コミューンの実験を展開してきた。

地方自治体は長年、中央政府の画一的な指示と財源で仕事をしてきた。この傾向は、福祉国家政策もの

とで強まり、自治体の支出額が激増したものの、その主体性は妨げられ℃きた。一方で、政府の国土計画

や過疎地振興策は、地方の人口減に歯止めをかける効果がなくなっていた。 r"F児ebu陀aueraticzoon"を試

みてはどうかjといった主張がなされ、スウェーデ、ン行政省が 1984年に始めたのが、フリーコミューンで、

あった。

この実験はデ‘ンマーク (86年)やノルウェー (87年)、フィンランド (89年)でも順次、着手された。

いずれも、フリーコミューン法を制定し、実験への参加自治体が国の法律や規制の適用除外を申請して実

験事業を展開する形をとった。それは、自治体の裁量範囲を広げ、自律能力を育てるものと考えられた。

画一的な行政にかわって、地域の状況に連合するサービスの提供が大切にされ、地域資源の活用に関心を

向けることにもなる。 。 く〉 く〉

実験と前後して、四ヵ国は、ヒモっき補助金(特定補助金)を一般財源化した。いくつかの自治体が、

暮らしにつながるサービスは身近なところで住民の意向に沿って提供されるべきだとしづ発想から、行政

区域を細分化して住区協議会を設け、予算と執行権をゆだねた。

高齢者や障害者サービスが一つの屋根の下に集められ、利用者が窓口をたらい回しされることがなく

なった。教育面では、親が自由に学校を選ぶ権利を与えられ、授業内容に発言権をもった。公的教育に飽

き足らない親たちが古い建物を修復して自由な学校を開設し、公的補助を得て運営するという運動も盛ん

になった。

都市計画や土地利用計画の権限が移管されて、それぞれの自治体が特色ある地域づくりを展開し始めた。

まちづくり基金が住区ごとに割り当てられて、住民が自主的に町並みの整備などに乗り出した。国の産業

資金の融資事務を県段階に移した実験では、申請から融資までの期聞が大幅に短縮された。農業政策を担

当する国の出先機関と自治体の産業部門の融合をはかる工夫もなされた。

各国は、こうした成果を全自治体におよぽすため、地方自治法や都市計画法、学校管理法などを大幅に

改正した。当初は、地方行政の担当省が実験自治体を公募するトップダウン形式であった。しかし、何を

実験するかは自治体の発意にまかせられ、改革の過程はボトムアップ的なものとなった。こうして、規制

からの免除という形の実験は、継続的で恒久的な改革の様相を帯びることになった。四ヵ国の社会科学者

や行政官十三人で構成される原書の執筆者は、このような前向きの評価で一致している。

。 。 ノ く〉

北欧のフリーコミューンは、日本でも、その輪郭が紹介されてきたが、その具体像は唆昧であった。臨

時行政改革推進審議会(第三次行革審)が提言したパイロット自治体制度は、フリーコミューンを参考に

国の許認可権限の弾力的運用と補助金の一般財源化をねらったが、中央省庁の反撃で骨抜きとなった。「明

治以来の中央集権の打破Jと声高に唱えられた壮大な社会実験だったはずだが、わが国の提唱者たちは、

. 北欧の実態について詳細に調査したり、研究者の十分な協力を確保するということがなかった。

ある意味で、パイロット自治体制度に対する中央官僚の頑迷さが、その後の国会をも巻き込む地方分権

運動に油を注いだといえよう。 95年夏に発足した政府の地方分権推進委員会は96年春、「画一性と集権か

ら多様性と分権へ」を目指す中間報告を出す。

。 。く〉

北欧の体験は、わが国の分権論語を深める材料となろう。しかし、海外の制度の紹介では、背景にある

社会慣習や文化というものが見失われがちである。スカンディナビアの地方自治は、公選議員の中から選

ばれた議長が首長として自治体を代表し、議員らで構成する委員会が行政部局を統括している。男女平等

が進んでいて、地方議員の半数近くは女性で占められている。自治の改革に女性が果たした役割は、わが

固と比較にならない。

地方公務員の新規採用で女性が三苦手jを占めるわが国だが、 95年統一地方選挙で女性議員の比率が過去最

高といってはみても、四・八%にとどまった。 b福祉社会とはいえ、田舎では「ケア施設に親を預けたら、

近所の物笑いになる」と嫁が萎縮している。この翻訳でも、原書で触れられていない局面の重要さを痛感

した。
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演 会公お知らせ

トナーシップの未来
男性中心の価値観を超えて

女たちの 21世紀を考える国際シンポジウム

1月28日(日)
・全体会議 (AM10 : 00~12 : 00) 

一基調講演より問題提起を受けて

・パネルディスカッション (PM13 : 30~16 : 00) 

マリリン・ウォーリング/リレモア・アノレビドソン/

岡沢憲芙(早稲田大学教授)/中島通子(弁護士)

コーディネーター ・篠塚英子(御茶の水女子大学教

授。『新フェミニスト経済学』訳者)

WORK 

八一

UNPA/D 

1月 27日(土)
・基調講演 (PM13 : 00~17 : 00) 

マリリン・ウォーリング

ニュージーランド。マッセー大学上級講師。国

連統計委員会コンサルタント。『新フェミニスト経

済学~ (東洋経済新報社)著者

リレモア・アルビドソン

スウェーデ、ン。地方自治体職員連盟 (SKAF)

議長

TEL.044-435一7000附

FAX.044-435-7010 

〒211川崎市中原区木月祇園町237番地l

川崎市国際交流センタ}

1日券 2，000円/2日券 3，000円

女と男が平等に働くための制度改革をすすめる会

(財)J 11崎市国際交流センター

所]

-参加費

主催

共催

[場

問い合わせ先:045-892-5579 (岸本)045-841-2313 (山崎)

自治労

川崎市/ニュージーランド大使館/スウェーデン大使館/朝日新聞社

賛

援
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障害者教育研究会

2月7日(水) 午後 6: 30~ 8 : 30 

『障害児教育の現場から-8ヶ月の教育実習

をもh::1こスウェーデ、ンと日本の比較一』

講師是永かな子さん(東京学芸大学教育学部)

96年の第2回目の研究会は、 95年にマルメ市で教

育実習された若々しくバイタリティーあふれる是永

かな子さんを講師に迎え、スウェーデ、ンの実際の教

育現場の様子を具体的な例を挙げながら日本の状況

と比較してお話して頂きます。

トーモク会議室

B. 

日時

テーマ

社会福祉研究会

1月 24日(水) 午後 6: 30~ 8・30

『誕生と死にかかわる福祉』

三瓶恵子氏

(ジェトロ、ストックホルム事務所主任研究員)

1996年最初の研究会は、スウェーデ、ンから一時帰

国される三瓶恵子さんを講師に迎え、スウェーデン

の出生率と社会の関係及び看板取り休暇(介護休暇)

の件について講演頂きます。

A. 

時

マ

師

日

テ

講

A.Bともに丸ノ内三井ピル4階

会員無料。一般参加 1，000円

60名(先着順)

場

費

員

会

会

定

(財)スウェーデン交流センター

申込先社団法人スウェーデ、ン社会研究所

TEL03-3212-1480 FAX ; 03-3212-1447 

共催
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